
 

 上尾市自転車駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市条例第３号  

   上尾市自転車駐車場条例の一部を改正する条例  

 上尾市自転車駐車場条例（昭和５８年上尾市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第２条の表上尾市自転車駐車場あげおサイクルポート南の項中「上尾市谷

津二丁目１番５０号」を「上尾市谷津二丁目１番」に改める。  

 第３条及び第４条を次のように改める。  

 （利用の休止等）  

第３条  市長は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部

の利用を休止し、又は制限することができる。  

 （利用できる車種）  

第４条  駐車場に駐車できる車種は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める車種とする。  

 (1) 上尾市自転車駐車場あげおサイクルポート南  道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車

（同法第１７条第３項に規定する特定小型原動機付自転車を除く。次号

及び別表において「原動機付自転車」という。）及び同法第２条第１項

第１１号の２に規定する自転車（次号及び同表において「自転車」とい

う。）  

 (2) 上尾市原新町自転車駐車場  原動機付自転車、自転車並びに道路交通

法第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車

付きのものを除く。別表において「自動二輪車」という。）  

 第１１条中「別表第１」を「別表」に改める。  

 第１２条を削り、第１３条を第１２条とし、第１４条を第１３条とし、第

１５条を第１４条とする。  

 別表第２を削り、別表第１を次のように改める。  

別表（第１１条関係）  



名称  利用の区分  

使用料  

自転車  
原動機付

自転車  

自動二輪

車  

上 尾 市 自

転 車 駐 車

場 あ げ お

サ イ ク ル

ポート南  

定期利用者  １月  ２，５７

０円  

３，６０

０円  

 

３月  ７，２０

０円  

１０，２

８０円  

６月  １３，８

８０円  

１９，５

４０円  

一時利用者  １回  １６０円  ２１０円  

上 尾 市 原

新 町 自 転

車駐車場  

定期利用者  １月  ２，５０

０円  

３，５０

０円  

３，５０

０円  

３月  ７，００

０円  

１０，０

００円  

１０，０

００円  

６月  １３，５

００円  

１９，０

００円  

１９，０

００円  

一時利用者  １回  １５０円  ２００円  ２００円  

 備考  

  １  この表において「定期利用者」とは、期間を定めて利用の許可を受

けた者をいう。  

  ２  この表において「一時利用者」とは、１回を単位として利用の許可

を受けた者をいう。  

  ３  この表において「１回」とは、その日限りの利用をいい、１日増す

ごとに一時利用者の１回の使用料を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市自転車駐車場条例の規定は、令和６年４

月１日以後の上尾市自転車駐車場の利用について適用し、同日前の上尾市

自転車駐車場の利用については、なお従前の例による。  


